
建築BIM加速化事業 概要
令和４年度補正予算 ： 80億円
令和５年度当初予算 ： －
令和５年度補正予算 ： 60億円
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中小事業者が建築BIMを活用する建築プロジェクトについて、建築BIMモデル作成費を上限として支援することにより、
建築BIMの社会実装の更なる加速化を図る。
中小事業者が建築BIMを活用する建築プロジェクトについて、建築BIMモデル作成費を上限として支援することにより、
建築BIMの社会実装の更なる加速化を図る。

● 補助対象事業者

● 事業内容

民間事業者等（設計者又は施工者）

建築BIMを活用し、一定の要件を満たす建築物を整備す
るプロジェクト（既存建築物に係るものを含む。）における、
設計費及び建設工事費について補助する事業

定額

※設計費は設計BIMモデル作成費、
建設工事費は施工BIMモデル作成費を上限とする

※延床面積に応じて次の額を上限とする

● 補助額

• 元請事業者等が、下請事業者等による建築BIMの導入を支援すること

• 本事業により建築BIMを活用する全事業者が「建築BIM活用事業者宣言」を行
うこと（元請事業者等においては、本事業の活用により整備する建築物について、
維持管理の効率化に資するBIMデータ注1)を整備することを含む。）

• 大規模な注3)新築プロジェクトにあっては、BIMモデルの活用により業務の効率化又
は高度化に資するものとして国土交通省が定める利用方法を用いるものであること

• 次の要件に該当する建築物であること。
▶耐火/準耐火建築物等
▶省エネ基準適合
▶公共的通路等の整備
▶原則として土砂災害特別警戒区域外

● 補助要件

延べ面積 設計費 建設工事費

10,000㎡未満 25,000千円 40,000千円

10,000㎡以上、
30,000㎡未満

30,000千円 50,000千円

30,000㎡以上 35,000千円 55,000千円

注1）維持管理の効率化に資するBIMデータの例 :維持管理ソフトや不動産管理ソフト等にデータを受け渡し又は連携することを想定したIFCデータ注2)

PLATEAU上におけるLOD4（建物内で歩行空間が認識できるレベル）のオブジェクトの整備に資するIFCデータ 等
注2）IFC ：BIMデータの中間ファイルフォーマットの一種
注3）次のすべての条件を満たすこと：地区面積1,000㎡以上、延べ面積1,000㎡以上、地階を除く階数が３以上
注4）CDE ：元請事業者等及び下請事業者等が、設計・施工情報を共有し受け渡すための手続きや環境をいう
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【R5補正：補助要件の見直し】
①小規模なプロジェクトにも対象を拡充（階数要
件、面積要件を廃止）

②改修プロジェクトにも対象を拡充
③大規模の新築プロジェクトについては、業務の効
率化又は高度化に資するBIMの活用を行うこと
を要件化
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